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広島市議団ニュース 

寡婦（夫）控除、障害者控除を申告しましょう 高齢者苦しめる 

住民税増税 

寡婦（夫）控除の適用フローチャート （65歳以上で公的年金収入のみの場合） 

女性 

夫と死別 

夫と離婚 

子を扶養 

子以外を扶養 
または 

扶養親族なし 

扶養親族あり 

扶養親族なし 適用外 

男性 
（妻と死別または離婚） 

０５年中の年金収入 

特別寡婦控除 
 

住民税所得控除額３０万円 

所得税所得控除額３５万円 子を扶養 

子以外を扶養 

扶養親族なし 
適用外 

子を扶養 

子以外を扶養 
または 

扶養親族なし 

男性 
（妻と死別または離婚） 

子を扶養 
または 

子以外を扶養 

扶養親族なし 適用外 

女性 
（夫と死別または離婚） 

女性 
（夫と死別または離婚） 死別の場合 

離婚の場合 

適用外 

適用外 

適用外 
男性 

（妻と死別または離婚） 

控除対象配偶者および扶養親族がいる場合は、その人数に応じて非課税基準の金額が決まります。 

市民税・県民税非課税 
 

合計所得金額１２５万円以下の 

寡婦（夫）の非課税措置 （ ） 

寡婦（夫）控除 
 

住民税所得控除額２６万円 

所得税所得控除額２７万円 

一人暮らしの人は合計所得金額が「非課税基準の金額（35万円）以下」として市民税・県民税非課税 
１５５万円以下 

１５５万円超 

２４５万円以下 

２４５万円超 

６８０万５８８２円

以下 

６８０万５８８２円

超 

※配偶者と死別・離婚後、再婚している人は対象外です。 

小泉政権の「税制改悪」で、昨年の数倍から10数倍の住民税額が６月に通知され、年金暮らしの高齢者を苦しめています。負担を軽

減するために、寡婦（夫）控除（下記チャート参照）や障害者控除（裏面参照）を申告しましょう（期限後申告）。 

昨年度まで「寡婦（夫）控除」と「老年者控除」は同時に適用できませんでしたが、「老年者控除」が

廃止されたため、６５歳以上の人でも要件を満たせば「寡婦（夫）控除」を受けることができるよ

うになりました。とりわけ、これまで「合計所得金額125万円以下の６５歳以上」として市民

税・県民税が非課税だった人で、「寡婦（夫）控除」の対象となる人は、「合計所得金額

125万円以下の寡婦（夫）」として市民税・県民税の非課税措置を受けることができます。 

所得税にも寡婦（夫）控除、障害者控除がありますので税務署へ申告しましょう。 

控除の申告は各区役所の課税課が窓口です 

裏面に申告書 

記入方法掲載 



太
枠
内
を
記
入
し
ま
す 

寡婦（夫）控除申告の場合は該当項目を○で囲みます 

障害者控除申告の場合はここに「認定書」と記入します 

申告書の 

記入方法 

障害者控除は 

障害者手帳が無くても受けられる場合があります。 

障害者手帳が無い人でも、「６５歳以上で障害者に準ずる人」は、障害の程度に応じて住民税の障害者控除を受けることができ

ます。 

「障害者に準ずる人」は、区役所健康長寿課で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。交付申請の際は、「民生

委員の証明」や「医師の診断書」の添付が必要ですが、広島市で介護保険の要介護（要支援）認定を受けている人は、要介護（要

支援）認定時の資料で障害の程度の確認ができますので、添付書類は不要です。 

なお、住民税の障害者控除の申告は、5年間さかのぼって行うことができます。 

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、精神保

健指定医などにより知的障害者と判定された人、65歳以上の人でその障害の程度が障害者に

準ずるものとして福祉事務所長等の認定を受けている人など、精神や身体に障害のある人 

住民税所得控除額２６万円 

所得税所得控除額２７万円 

身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は２級と記載された人、重度の知的障害者と

判定された人、65歳以上の人で特別障害者に準ずるものとして福祉事務所長等の認定を受け

ている人など、障害者のうち特に重度の障害のある人（特別障害者） 

住民税所得控除額３０万円 

所得税所得控除額４０万円 

本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合  


